
ｍ店者‘各位

令和 ７年 リ１ ２２日

一般社団法人沖縄市観光物産振興售会

事務局

第７０回おふ沖縄を氈エイサーまっ り出店者募集要項

第７０回お念沖縄生島エイサーまつりが沖縄市コザ兼勤ぬ園にて２０２５年 ９大ｊ　１３　日（土） ・１４日 （日 ）の ２日 間で開催さ
れますので、 そのｉ店者をが下の順序、で募集いたします。

１． 【申込み方ま】

八下の書類を沖縄市観光物産振興協会にを出 し申 しら む。

。「出店者申 ｉき書」 ※申 ５ム書は沖縄市観光物産振皸協会にて７Ｊ１　２２　日（火） １５ ゆから髱布致しますので、 直接受けなり
に来て頂くか、沖縄市観光物産振興協会 ＨＰ、又は沖縄全島エイサーまつり ＨＰ からダウンロードし

て下さい。

・誓約書

。「市回ｆ村税の滞納のないことの証ｌ」」 ができる資料

・中部保；健所管内の臨時・簡易営業Ｗｉｌ書（飲食ｉ店業者のみ）

・申 ｉム本人とわかる資料。を篷。転免Ｆ証・パスポート・マイナンバーカードのいづれかの写真付きのぬ的な証明書
＜注ン代Ｓ申 ２。みにつきましては、受付できませんので、ご了承ください。

・賠償責任保険証 （コピー）

２． 【申ｊふ期間】

①沖縄市観光物産振興協会会員 ・沖縄商工会議所会員及び市内業者

※沖縄商 工会議所会員の方 は、 会員簒Ｅ乖書添付の事

２０２５ 年８ Ｊｊ ４日 （１ ）～８１ ５日 （火）

午前 １０ 時～午後 ５時まで

②市外業者

２０ ２５ 年８ ｊｊ ７日 （木）～８大』８ 日（金）

午前 １０ 時～午後 ５時まで

＜注ッ飲食出店業者は、申込時に簡易営業許‾りを（ 申ら者と回一）の提ｉが必Ｓです。

３． 【抽ｔ会八び説緊会】

日時：２０２５年 ８Ｊｊ　１４ 日（木） 午後 １： ３０～午後４：３０

場所：コザ運動ぬ園陸上競技場会議室

※抽き会には、出店料を現金でご用意ください。

※抽き後、午後３ 時より、 火災予防説明会、 午後 ３時 ３０ 分より食品衛生説明会を実施します（飲食胝店業者のみ）
必ずご参加く ださ い。

４． 【問台せ】

一般社団法人沖縄市観光物産振興協会

電話 ０９８－９８９－５５ ６６

１



第７０回沖縄全鉐エイサーまつり出店要綱

（目　的）

この要綱は、 沖縄を島エイサーまつり（な下「エイサーまつり」という。） のＨ滑なミ営に資するため、ｍ店に関する事項を
定めることを目的とする。

（名 称） 第７０回記念沖縄を：島エイサーまっり

（実施期間）

第１ 条　 出店の実施期鶚は、エイサーまつり肖日 の令和７ 年９ １　１３　日‾瓦び １４ 日の ２日 間とする。

（出店に関する業務）

第２ 条　 出店に関する業務は、 一般社団法人沖縄市観光物産振興協会（八下「協会」 という。 ）が行うものとする。

（実施４所）

第３ 条　 ｍ店の実施場所は沖縄市コザを勤ぬ園鸚陸上競技４周ｍとし、 具体的な場所‾反びその区分等については、
協会で諸靫の事情を考慮し決定するものとする。

（出店料）

第４ 条　 出店料は緊表 １に基づき、 原則として２ 日間 の料金と し、 既納の出店料はゼミしない。
ただし、 雨天、台風等でエイサーまつりが中止となった場合は ２０％を差しり｜ き返ぎするものとする

（出店申 込み）

第５ 条　 協会は申込期 日をぬ表するものとし、申込みは別表２ の「出店申込書」 に心憂事項を記載し、 その身分を証す
る書類、 その他必要書類を添え協会に申 しふむものとする。ただし、１ 業者若しくは １世帯１ 店舗を原則とす

る。 なお、代班１申込みは認めない。

２　　　　申ふみは、簡易営業戮７罵籃（飲食店のみ） の提出‾反び申込者と回一であるこ と。

なお、代理申 ｉ２Ｓみは認めない。

（出店場所の決定）

第６ 条　 沖縄を氈エイサーまつり実行委員会 （ひ下「実行委員会」 という。 ）が特別に許」］｀を与えた業者は抽き 日の前に
出店場所を決める事ができる。 また沖縄県范店事業協回祖合にがし ３０　ぼ画の優先き択権をかえるものとす
る。 出店場所の抽選日 は協会で通知 し、 抽きは協会が区分し、 番騎を付した ［Ｘ圃を優先白そＪにき択する権利
の順位をくじで決定する方法で行うものとする。

り
乙
　

Ｑ
り

協会会員及び商工会議所会員の出店は、 所属団体にを録した業種に限定するものとする。

莖店場所決定後はその変更、キャンセルはできないものとする。ただし、協会の承認を受けた場合はこの限りで

ない。
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（出店の設営）

第７ 条　 鼈営は、 ３． ６ｍ ｘ５ ．４ｍ規格のテント（キッチンカーも回規格）で行い、鼈営時愾については、まつり ２日 前の木
曜日 から‾ｉＴ能とし、設営時間は木曜 ・金曜共に午前１０時から午後 ６時までの間とする。 まつ り肖 日の土曜 日・
日曜 日は午前 ８時からｍ午 １２ 時までとする。また鼈営の際はｍ店関係 なえ 夕卜の設営業者にも配慮し、機材等
で他の車凧の動線を妨げない様にすること。 ぬ園 肖１での車両の移卯ｊはハザードを衂泉させ、スピードは１０キ

ロ以下で走行するものとする。

（照明用電源の使夕日制限）

第８ 条　 電源供給 （発電機）については、沖縄県出店事業協回祖合に業務委託し集中管ミするものとする。 なお、電気
使理ｌ料は沖縄県ｍ店事業協回組合へまつり肖日 に支払うものとする。

（售業時間等）

第９ 条　 まつり開イ隻目の両日 ともに営業時間は　後１ 時～　後８ 時４５　 までとし、土曜日 は２３時までに撤収作業を
終了し、 を獸とする。 日曜 日は ２４ 時までにｉ店を完を撤宍とする。積み残しがある場合は回 目の午前８覬～午
前１０時までの間で撤去するものとする。また、 まつ り両 日の ２０ 時４５分｀り、降の照獸は電球 ５個 とし、営業終了

後は速やかに閉店作業を行うものとする。

（ｍ店業者の順守事項）

第１０条　　ｍ店業者は次の事項を順守しなければならない。

①販売時間‾反び撤を時笥の厳守。 （沖縄市観光物産振興協会の指示に従う）

②社人の Ｆ自ｊそまたは佑義による 申込みを禁止する。

③ｍ店指定場所の転貸‾反び目 的夕｜ヽ使用 を禁止する。

④莖店指定場所八外での物砿販売を禁止する。※指定［ｘ画からはみ出しての販売は認めません。
⑤アルバイト等のスタッフの車両・バイク等の会場付近への駿東は禁止とする。

⑥法令等の許Ｗ罵を要する業種の無おニ認虱営業を禁止する。

⑦ぬ序良俗に反する物Ｍ叺売を禁止する。

⑧油脂類の鴨溝、 芝生、路Ｓ等への投棄を禁止する。 ※をえ・発覚した場合は孤］営業停止とする。
⑨商品の獅、光価格を獸確に表示し、店舗佑をお客様から見える場所に掲示するものとする。
⑩出店許‾叭証を常時携帯し、 沖縄市観光物蓖振興協会の提示要求の際は指示に従うものとする。
⑨ゴミは【燃える ・燃えない・カン・ビン。ペットボトル】に袋を忸けて分加し、所定のゴミ集積所までヨぶ事とする。
⑤店舗周ｍの美観に祉慮し、エイサーまつり終了後は各店舗の内外を清掃し、ゴミ等は燃える物、 ｔえない物に分別し

所定の場所に集めること。

⑩※ブルーシート ・よしず ・すだれ等は各自 で持ち帰る事とする。

⑨・駐車た戸ｒ証 ・自行許 ｊｊｌ証の不ｍ（コピー・ 店舗名、 車蕉番倚不笥載・ を豚車両八夕ｙの利ｍ 等） があった場合は両
日の■店を中止させるものとする。 その際、 出店料の返金はしないものとする

（Ｂ）前項に規定する順守事項八びこの要綱に違反した場合は、けｉ店許‾叭の取消並びに次回からの 出店を認めないもの
とする。
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（損害賠償等）

第１１条　出店設営攷、びその他の行為で運動ぬ園施Ｒや第 ３者に損害を与えた場合は、そ

の行為者が損害を賠償するものとする。

２　　　　商ぶ＝１ の管ＪＩ等は 自らの責任で行い、さ難その他により機材器具等に損害を

講じても 、協会及び実行委員会は一切責任を負わないもの とする。

（協議事項）

第１２条　この要綱に定めのない事項については、 実行委員会と協会が協議のうえ決定するものとする。

附則

１、 この要綱は平成４年５　ｙｘ　２６　日から施行する。

２、 この要綱は平成６ 年７　Ｊｊ　１５　日から施行する。

３、 このＷ綱は平成９ 年６ ｊ　２０　日から施行する。

４、 この要綱は平成１７年 Ｕ１ ２６ 日から施行する。

５、 この要綱は平成１９年 ６大１２５日 から施行する。

６、 この要綱は平成２３年 ７１ １日 からま行する。

７、 この要綱は平成２４年 ７Ｊ］２ 日から施行する。

８、 この要綱は平成２６年 ５１ １４ 日から施行する。

９、 この要綱は平成２６年 ６大ｊ　２２　日から施行する。

１０、この要綱は平成２７年６ 天ｊ　２２　日から施行する。

１１ 、この・綱は平成２８年７ Ｊ１ ４日 から施行する。

１２ 、この要綱は平成２９年７ Ｊ］ ３日 から施行する。

１３、この要綱は令和４年 ７Ｊ１１ 日から施行する。

１４、この要綱は令和 ５年 ７１ ２４ 日から施行する。

１５、この要綱は令和 ６年 ７ｊ １日から施行する。

１６、この要綱は令和 ７年 ７１ ２２ 日から施行する。

第５条に規定するＳＩ」表１を以下のそりとする。

４



出店料金

区分

沖縄市観光物産振興協会

Ａ　 沖縄県范店事業協回組合

沖縄商工会議所会員

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

上記 Ａ以外の市鸚業者

Ａ以外の市外業者

特ＳＩ」 団体

卸業者（通行証）

金額（円）

市内 会員７０ ，０００　Ｆｊ　市外 会員７５ ，０ ００ Ｆ９

市肖］組合員７０ ，０００　Ｆｊ　市タトね合員７５ ，０００　Ｐ二丿

市内 会員７０ ，０００　Ｆ］ 市外 会員７５ ，０００　Ｆｊ

９０ ，０００

１００，０００

３０，０００

２０，０００

※上記Ｄ のＫ分は県夕ｉヽの兄弟姉妹都 市・ 友好都市および実行委員会が承認した団体とする。

ただし、 実行委員会が承認した団体は出店料を免除することができる。
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